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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって，JIS C 61558-1:2012 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 61558 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 61558-1 第 1 部：通則及び試験 

JIS C 61558-2-1 第 2-1 部：一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事

項及び試験 

JIS C 61558-2-2 第 2-2 部：制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試

験 

JIS C 61558-2-3 第 2-3 部：ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項及び試験 

JIS C 61558-2-4 第 2-4 部：絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試

験 

JIS C 61558-2-5 第 2-5 部：かみそり用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項及び試験 

JIS C 61558-2-6 第 2-6 部：安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事

項及び試験 

JIS C 61558-2-7 第 2-7 部：玩具用変圧器及び玩具用電源装置の個別要求事項及び試験 

JIS C 61558-2-8 第 2-8 部：ベル及びチャイム用の変圧器及び電源装置の個別要求事項及び試験 

JIS C 61558-2-9 第 2-9 部：白熱電球のクラス III ハンドランプ用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-12 第 2-12 部：定電圧変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-13 第 2-13 部：単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び

試験 

JIS C 61558-2-16 第 2-16 部：スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別

要求事項及び試験 

JIS C 61558-2-19 第 2-19 部：じょう（擾）乱減衰用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-20 第 2-20 部：小形リアクトルの個別要求事項及び試験 

JIS C 61558-2-23 第 2-23 部：建築現場用変圧器の個別要求事項 
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日本工業規格          JIS 
 C 61558-1：2019 
 

変圧器，リアクトル，電源装置及びこれらの組合せ

の安全性－第 1 部：通則及び試験 

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations 

thereof-Part 1: General requirements and tests 

 

序文 

この規格は，2017 年に第 3 版として発行された IEC 61558-1 を基とし，日本の配電事情などを考慮して，

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。また，附属書 JA は，対応国際規格にはない事項で

ある。 

 

1 適用範囲 

この規格は，変圧器，リアクトル，電源装置及びこれらを組み合わせた製品の電気的安全性，熱的安全

性，機械的安全性などの安全側面について規定する。 

この規格は，独立形又は機器用，及び据置形又は可搬形の次に示すタイプの乾式変圧器，スイッチモー

ド電源装置を含む電源装置，リアクトル及びこれらの組合せ製品の安全面に適用する。巻線は，密封して

いるか又は密封していなくてもよい。これらは，配電網の一部を形成しない。 

注記 1 変圧器，電源装置及びスイッチモード電源装置の区別は，次による。 

－ 変圧器：周波数に変化がない。ただし，変圧器（例えば，定電圧変圧器）は 30 kHz 以下

の内部共振周波数をもってよい。 

－ 電源装置：内部動作周波数及び内部波形が入力周波数及び入力波形とは異なり，内部動

作周波数は 500 Hz 以下である（3.1.19 参照）。 

－ スイッチモード電源装置：内部動作周波数及び内部波形が入力周波数及び入力波形と異

なり，内部動作周波数は 500 Hz を超えるが，100 MHz 以下である。 

関連の第 2 部の規格は，附属書 JA を参照。 

a) 据置形又は可搬形で，単相又は多相で，自然空冷式又は強制空冷式である，独立形又は機器用の絶縁

変圧器及び安全絶縁変圧器であって，次の特性をもつもの。 

－ 定格入力電圧が交流 1 000 V 以下 

－ 定格入力周波数が 500 Hz 以下 

さらに，該当する第 2 部の規格で特に規定のない限り，次の範囲のもの。 

・絶縁変圧器 

－ 定格出力が，単相変圧器の場合は 25 kVA 以下，多相変圧器の場合は 40 kVA 以下 

－ 無負荷出力電圧及び定格出力電圧が，交流 50 V を超え，交流 500 V 以下若しくは我が国の配


